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議 案 第 ２ 号 

令 和 ８ 年 度 八 戸 市 一 般 会 計 予 算 

 

 令和８年度八戸市の一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 104,200,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 （債務負担行為） 

第２条  地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

（地 方 債） 

第３条  地方自治法第 230 条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 

 地方債」による。 

 

 

 

第５条  地方自治法第 230 条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第５表 
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 （一時借入金）  

第４条  地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000 千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条  地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年２月 24 日 提出 

 

                                   八戸市長    熊谷  雄一 

一 般 会 計 
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第１表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

一般会計

1 市 税 32,000,000 31,000,000 1,000,000

1 市 民 税 13,887,000 12,985,000 902,000

2 固 定 資 産 税 15,490,000 15,360,000 130,000

3 軽 自 動 車 税 700,000 725,000 △25,000

4 市 た ば こ 税 1,918,000 1,925,000 △7,000

5 鉱 産 税 4,999 4,999 0

6 特 別 土 地 保 有 税 1 1 0

2 地 方 譲 与 税 790,000 802,000 △12,000

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 131,000 157,000 △26,000

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 538,000 522,000 16,000

3 特 別 と ん 譲 与 税 53,000 53,000 0

4 森 林 環 境 譲 与 税 68,000 70,000 △2,000

3 利 子 割 交 付 金 56,000 27,000 29,000

1 利 子 割 交 付 金 56,000 27,000 29,000

4 配 当 割 交 付 金 134,000 84,000 50,000

1 配 当 割 交 付 金 134,000 84,000 50,000

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 142,000 125,000 17,000

1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 142,000 125,000 17,000

6 法 人 事 業 税 交 付 金 486,000 503,000 △17,000

1 法 人 事 業 税 交 付 金 486,000 503,000 △17,000

7 地 方 消 費 税 交 付 金 7,120,000 6,160,000 960,000

1 地 方 消 費 税 交 付 金 7,120,000 6,160,000 960,000

8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 1,500 1,500 0

1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 1,500 1,500 0

9 国有提供施設等所在市助成交付金 500,000 485,000 15,000
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一般会計

(歳 入)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

1 国有提供施設等所在市助成交付金 500,000 485,000 15,000

10 地 方 特 例 交 付 金 320,000 230,000 90,000

1 地 方 特 例 交 付 金 320,000 230,000 90,000

11 地 方 交 付 税 19,815,000 19,490,000 325,000

1 地 方 交 付 税 19,815,000 19,490,000 325,000

12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 26,000 28,000 △2,000

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 26,000 28,000 △2,000

13 分 担 金 及 び 負 担 金 369,210 361,273 7,937

1 負 担 金 369,210 361,273 7,937

14 使 用 料 及 び 手 数 料 1,360,149 1,352,110 8,039

1 使 用 料 843,498 823,516 19,982

2 手 数 料 516,651 528,594 △11,943

15 国 庫 支 出 金 21,375,580 21,122,060 253,520

1 国 庫 負 担 金 17,904,382 17,018,646 885,736

2 国 庫 補 助 金 3,398,327 4,039,541 △641,214

3 委 託 金 72,871 63,873 8,998

16 県 支 出 金 9,525,105 8,269,539 1,255,566

1 県 負 担 金 6,494,365 5,947,033 547,332

2 県 補 助 金 2,646,926 1,721,314 925,612

3 委 託 金 383,814 601,192 △217,378

17 財 産 収 入 134,261 130,184 4,077

1 財 産 運 用 収 入 127,672 123,181 4,491

2 財 産 売 払 収 入 6,589 7,003 △414

18 寄 附 金 100,000 87,000 13,000

1 寄 附 金 100,000 87,000 13,000

19 繰 入 金 2,796,679 3,319,079 △522,400

1 基 金 繰 入 金 2,796,679 3,319,079 △522,400
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一般会計

20 繰 越 金 1 1 0

1 繰 越 金 1 1 0

21 諸 収 入 1,870,815 2,074,754 △203,939

1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 40,000 40,000 0

2 市 預 金 利 子 1,000 1,000 0

3 貸 付 金 元 利 収 入 1,130,894 1,127,101 3,793

4 受 託 事 業 収 入 114,292 112,629 1,663

5 雑 入 584,629 794,024 △209,395

22 市 債 5,277,700 4,765,500 512,200

1 市 債 5,277,700 4,765,500 512,200

環 境 性 能 割 交 付 金 0 83,000 △83,000

環 境 性 能 割 交 付 金 0 83,000 △83,000

歳 入 合 計 104,200,000 100,500,000 3,700,000
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一般会計

(歳 出)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

1 議 会 費 515,518 518,380 △2,862

1 議 会 費 515,518 518,380 △2,862

2 総 務 費 7,161,079 7,416,666 △255,587

1 総 務 管 理 費 4,671,698 4,112,383 559,315

2 徴 税 費 1,432,684 1,999,869 △567,185

3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 867,564 773,387 94,177

4 選 挙 費 56,283 294,701 △238,418

5 統 計 調 査 費 60,532 166,114 △105,582

6 監 査 委 員 費 72,084 69,976 2,108

7 諸 費 234 236 △2

3 民 生 費 41,492,318 39,322,687 2,169,631

1 社 会 福 祉 費 16,870,396 15,806,852 1,063,544

2 国 民 年 金 費 56,988 47,278 9,710

3 社 会 福 祉 施 設 費 263,564 222,262 41,302

4 児 童 福 祉 費 17,543,527 16,529,426 1,014,101

5 生 活 保 護 費 6,757,500 6,716,441 41,059

6 災 害 救 助 費 343 428 △85

4 衛 生 費 13,028,255 12,340,688 687,567

1 保 健 衛 生 費 9,508,178 8,649,401 858,777

2 清 掃 費 3,520,077 3,691,287 △171,210

5 労 働 費 243,632 224,234 19,398

1 労 働 諸 費 243,632 224,234 19,398

6 農 林 水 産 業 費 1,772,002 1,854,118 △82,116

1 農 業 費 1,033,521 1,016,982 16,539

2 林 業 費 147,842 170,340 △22,498

3 水 産 業 費 590,639 666,796 △76,157

7 商 工 費 3,174,060 3,526,966 △352,906
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一般会計

1 商 工 費 3,174,060 3,526,966 △352,906

8 土 木 費 9,394,752 9,925,714 △530,962

1 土 木 管 理 費 835,928 844,099 △8,171

2 道 路 橋 り ょ う 費 2,698,948 2,754,375 △55,427

3 港 湾 費 152,309 247,372 △95,063

4 都 市 計 画 費 4,751,867 5,135,816 △383,949

5 住 宅 費 626,592 626,018 574

6 河 川 費 329,108 318,034 11,074

9 消 防 費 3,988,469 3,488,459 500,010

1 消 防 費 3,988,469 3,488,459 500,010

10 教 育 費 13,125,743 11,736,620 1,389,123

1 教 育 総 務 費 2,932,811 2,230,627 702,184

2 小 学 校 費 1,084,239 1,080,190 4,049

3 中 学 校 費 756,890 669,866 87,024

4 幼 稚 園 費 7,250 9,660 △2,410

5 社 会 教 育 費 3,642,465 3,362,204 280,261

6 保 健 体 育 費 4,702,088 4,384,073 318,015

11 災 害 復 旧 費 1 1 0

1 災 害 復 旧 費 1 1 0

12 公 債 費 9,786,829 9,574,795 212,034

1 公 債 費 9,786,829 9,574,795 212,034

13 諸 支 出 金 467,342 520,672 △53,330

1 公 営 企 業 費 467,342 520,672 △53,330

14 予 備 費 50,000 50,000 0

1 予 備 費 50,000 50,000 0

歳 出 合 計 104,200,000 100,500,000 3,700,000
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千円

戸 籍 入 力 等 業 務 委 託 料 1,540

令 和 ８ 年 度 保 育 士 修 学 資 金 貸 付 金 7,680

令和８ 年度看護師等修学資金貸付金
令和９年度から

12,960
令和11年度まで

令和９年度まで
令和８年度から

第　２　表　　債　務　負　担　行　為

事　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　　　　度　　　　　　額

令 和 ８ 年 度 障 が い 者 雇 用 奨 励 金
令和８年度から

交付対象者１人につき10千円（短時間労働の障がい者について
は６千円）を対象月(12か月以内)に乗じて得た額、ただし重度
障がい者については１人につき20千円（短時間労働の重度障が
い者については12千円）を対象月(12か月以内)に乗じて得た額

令和10年度まで

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 窓 口 等
Ｂ Ｐ Ｒ 推 進 業 務 委 託 料

69,400
令和８年度から
令和９年度まで

478,000
令和18年度まで

令和９年度から
令和11年度まで

公共施 設ＬＥＤ照明導入エスコ事業
令和８年度から

令 和 ８ 年 度 ほ ん の り 温 っ た か
八 戸 移 住 計 画 支 援 事 業
（ 住 宅 費 助 成 金 ）

令和８年度から 交付対象１件につき月額30千円又は40千円を対象月（6か月以
内）に乗じて得た額令和９年度まで

令和８年度農業近代化資金利子補給補助金
令和８年度から 令和８年度の融資に係る毎年1月1日から12月31日までの各期間

における融資平均残高に0.7%以内を乗じて得た額令和11年度まで

一 般 会 計
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一 般 会 計

千円

令和８年度マル経融資利子補給事業補助金

事　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　　　　度　　　　　　額

令和８年度から 令和８年度の融資に係る各年度の融資残高に1.0%以内を乗じて得
た額令和12年度まで

新井田インドアリンク整氷車車両更新事業
令和９年度から

59,318
令和15年度まで

令和８年度から 令和８年度の融資に係る各年度の融資残高に1.0%以内を乗じて得
た額令和12年度まで

令和８年度創業融資利子補給事業補助金
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情 報 通 信 設 備 等 整 備 事 業 58,200 〃 〃 〃

107,200 〃 〃 〃

〃 〃森 林 保 護 施 設 整 備 事 業 16,000

観 光 施 設 整 備 事 業 204,100

500

漁 港 整 備 事 業 32,300

496,500

700

〃 〃

〃

〃

限度額

第　３　表　　　　地　　方　　債

起債の方法 利率（年利） 償還の方法

証書借入又は 証券発行 ５．０以内 据置期間を含め30年以内において元利均等、元金
均等又は満期一括償還する。ただし、市財政の都
合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰
上償還もしくは低利に借換えすることができる。

180,800

〃

〃

河 川 改 修 事 業 161,000

道 路 橋 り ょ う 事 業 1,190,600

都 市 計 画 事 業

〃

〃

起債の目的（事業名）

清 掃 事 業 16,300

社 会 福 祉 事 業 104,300

児 童 福 祉 事 業 191,000

保 健 衛 生 事 業 409,800

労 働 施 設 整 備 事 業 6,700

農 業 振 興 事 業 6,900

農 業 整 備 事 業 161,300

333,100

（ただし、利率見直し方式で借り入れる
資金について、利率の見直しを行った後
においては、当該見直し後の利率）

千円 ％

〃

〃

〃

〃

〃 〃

〃 〃 〃

〃

〃

〃

〃 〃

〃

〃 〃

〃 〃

〃

128,200

850,100

85,500

117,000

287,000

132,600

〃 〃

〃

〃

〃

〃

〃 〃 〃

〃

合 計

〃

〃

5,277,700

〃

〃

〃

庁 舎 等 施 設 整 備 事 業

〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃

〃

〃

〃 〃 〃

〃

〃

〃 〃

〃

〃 〃

〃

中 学 校 整 備 事 業

社 会 教 育 事 業

保 健 体 育 事 業

排 水 路 事 業

小 学 校 整 備 事 業

観 光 事 業

住 宅 建 設 事 業

防 災 基 盤 整 備 事 業

消 防 施 設 整 備 事 業

港 湾 整 備 事 業

一 般 会 計
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八戸市自動車運送事業会計予算 
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議案第３号

第１条　　令和８年度八戸市自動車運送事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条　　業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)年度末在籍車両数 105 両

(2)年間営業走行キロメートル 3,112 千キロメートル

(3)年間輸送人員 4,925 千人

(4)一日平均輸送人員 13,493 人

(5)主要な建設改良事業 （イ） 乗合バス購入費 18,600 千円

（ロ） ＬＥＤ行先表示器等更新事業 29,400 千円

第３条　　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第１款　 事   業   収   益 1,570,153 千円 第１款　 事    業    費 1,938,216 千円

　第１項　 営 業 収 益 1,463,256 千円 　第１項　 営 業 費 用 1,904,704 千円

　第２項　 営 業 外 収 益 106,897 千円 　第２項　 営 業 外 費 用 33,512 千円

令令和和８８年年度度八八戸戸市市自自動動車車運運送送事事業業会会計計予予算算

(業務の予定量)

支　　    出収　    　入

(総　　　則)

(収益的収入及び支出)

自動車運送事業会計
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自動車運送事業会計

第４条  　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 20,524千円は、損益勘定留保資金

　 で補填するものとする。)

第１款　 資 本 的 収 入 81,442 千円 第１款　 資 本 的 支 出 101,966 千円

　第１項　 企 業 債 49,100 千円 　第１項　 建 設 改 良 費 49,144 千円

　第２項　 出 資 金 32,342 千円 　第２項　 企 業 債 償 還 金 52,657 千円

　第３項　 投 資 165 千円

第５条  　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起  債  の  方  法

第６条　一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

第７条　　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　　(1)　　営業費用・営業外費用

償      還      の      方      法

建 設 改 良 資 金 49,100千円 証書借入又は証券発行

据置期間を含め10年以内において元利均
等、元金均等又は満期一括償還する。た
だし、企業財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、又は繰上償還もし
くは低利に借換えすることができる。

5.0％以内

（ただし、利率見直し方式で借り入
れる資金について、利率の見直しを
行った後においては、当該見直し
後の利率）

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

(一時借入金)

支　　    出

(資本的収入及び支出)

(企　業　債)

収　    　入

起  債  の  目  的 限      度      額 利　率（年　利）
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　　　(1)　　職員給与費 1,269,875 千円

第９条　　八戸市自動車運送事業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 27,069千円である。

第10条　　たな卸資産購入限度額は、1,000千円と定める。

　 　

　　　八戸市長　　熊 谷  雄 一

(他会計からの補助金)

(たな卸資産購入限度額)

令和８年２月24日　提出

第８条　　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

　は、議会の議決を経なければならない。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

自動車運送事業会計
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令 和 ８ 年 度 

 

八戸市立市民病院事業会計予算 
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市民病院事業会計 

議 案 第 ４ 号 

令令和和 88 年年度度八八戸戸市市立立市市民民病病院院事事業業会会計計予予算算  
（総   則） 

第１条 令和８年度八戸市立市民病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 病 床 数 608 床 

 (2) 年 間 延 患 者 数 入  院 189,800 人  外  来 265,100 人 

 (3) 1 日平均患者数 入  院     520 人  外  来   1,100 人 

 (4) 主要な建設改良費 （イ）病院施設整備事業        622,500 千円 

    （ロ）病院設備整備事業      1,637,324 千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収   入           支   出 

第１款 事 業 収 益  23,569,000 千円  第１款 事 業 費  26,969,000 千円 

  第１項 医 業 収 益 22,381,955 千円    第１項 医 業 費 用  26,754,014 千円 

  第２項 医業外収益  1,176,441 千円   第２項 医業外費用     214,986 千円 

  第３項 特 別 利 益     10,604 千円 
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市民病院事業会計 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,448,794 千円は、

損益勘定留保資金等で補填するものとする。） 

収   入           支   出 

第１款 資本的収入   2,669,237 千円  第１款 資本的支出   4,118,031 千円 

  第１項 企 業 債  2,191,500 千円    第１項 建設改良費   2,259,824 千円 

  第２項 負 担 金    477,737 千円   第２項 企業債償還金   1,847,340 千円   

第３項 投    資      10,867 千円  

 

（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

款 項 事業名 総額 年度 年割額 

1 資本的支出 1 建設改良費 北棟 2階 CT・アンギオ室整備事業 250,000 令和８年度 172,500 

令和９年度 77,500 

 

（債務負担行為） 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事   項 期   間 限 度 額 

令和８年度薬剤師奨学金返還資金貸付金 
令和 8年度から 

令和 13 年度まで 
31,032 千円 

 

 

千円 千円 
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市民病院事業会計 

（企  業  債） 

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利率（年利） 償 還 の 方 法 

病院施設整備事業 622,500 千円 

証書借入 

又は 

証券発行 

5.0％以内 

(ただし、利率見直し方式で 

借り入れる資金について、利率

の見直しを行った後において 

は、当該見直し後の利率) 

据置期間を含め 30 年以内に元利均等、 

元 金 均 等 又 は 満 期 一 括 償 還 す る 。 

ただし、企業財政の都合により据置期間 

及び償還期間を短縮し、又は繰上償還 

もしくは低利に借換えすることができる。 

病院設備整備事業 1,569,000千円 

証書借入 

又は 

証券発行 

5.0％以内 

(ただし、利率見直し方式で 

借り入れる資金について、利率

の見直しを行った後において 

は、当該見直し後の利率) 

据置期間を含め 10 年以内に元利均等、 

元 金 均 等 又 は 満 期 一 括 償 還 す る 。 

ただし、企業財政の都合により据置期間 

及び償還期間を短縮し、又は繰上償還 

もしくは低利に借換えすることができる。 

 

（一 時 借 入 金） 

第８条 一時借入金の限度額は、3,000,000 千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第９条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 医業費用・医業外費用 
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市民病院事業会計 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第 10 条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の 

 金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

(1) 職 員 給 与 費   13,185,694 千円 

 (2) 交 際 費          500 千円 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第 11 条 たな卸資産の購入限度額は、7,528,084 千円と定める。 

 

（重要な資産の取得及び処分） 

第 12 条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

           種  類       名   称            数  量 

取得する資産   医 療 機 器       生体情報モニタ      一式 

   医 療 機 器       透析システム       一式 

医 療 機 器       手術室情報システム     一式 

医 療 機 器       重症・急性期患者情報システム    一式 

 

令和８年２月 24日 提出                   

八 戸 市 長  熊 谷 雄 一 
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令 和 ８ 年 度 

 

八戸市下水道事業会計予算 
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議案第５号

　　　　　令和８年度八戸市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条　　業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 接続戸数 66,290 戸

(2) 年間総排水量 20,763,603 ㎥

(3) 一日平均排水量 56,887 ㎥

(4) 主な建設改良事業 (イ) 管路建設改良事業 5,146,044 千円

(ロ) 処理場建設改良事業 275,000 千円

(ハ) ポンプ場建設改良事業 735,000 千円

第３条　　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第１款　 事 業 収 益 7,584,631 千円 第１款　 事 業 費 7,535,491 千円

　第１項　 営 業 収 益 4,057,759 千円 　第１項　 営 業 費 用 6,985,665 千円

　第２項　 営 業 外 収 益 3,515,869 千円 　第２項　 営 業 外 費 用 549,825 千円

　第３項　 特 別 利 益 11,003 千円 　第３項　 特 別 損 失 1 千円

支　　    出収　    　入

令令和和８８年年度度八八戸戸市市下下水水道道事事業業会会計計予予算算

　　(総　　　則)

　　(業務の予定量)

　　(収益的収入及び支出)

第１条

下水道事業会計
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下水道事業会計

　　　   　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額　2,679,860千円は、損益勘定

　 留保資金等で補填するものとする。)

第１款　 7,821,516 千円 第１款　 10,501,376 千円

　第１項　 5,058,300 千円 　第１項　 6,517,141 千円

　第２項　 13,170 千円 　第２項　 14 千円

　第３項　 2,659,300 千円 　第３項　 3,984,221 千円

　第４項　 90,746 千円

第５条  　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（ただし 、利率見直 し方式で
借り入れる 資金について、利率
の見直しを行った後において
は 、 当 該 見 直 し 後 の 利 率 ）

　　(資本的収入及び支出)

収　    　入 支　　    出

　　(企　業　債)

資 本 的 収 入

企 業 債

他 会 計 補 助 金

国 庫 補 助 金

負担金及び分担金

起債の目的

下水道事業

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

投 資

企 業 債 償 還 金

償      還      の      方      法

据置期間を含め40年以内に元利均等、
元 金 均 等 又 は 満 期 一 括 償 還 す る 。
ただし、企業財政の都合により据置期間
及び償還期間を短縮し、又は繰上償還
もしくは低利に借換えすることができる。

起  債  の  方  法

証書借入
又は

証券発行

限      度      額

5,058,300千円

利        率

年　5.0％以内

第４条
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　　(一時借入金)

第６条　　一時借入金の限度額は、　8,000,000千円と定める。

　　(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第７条　　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　　(1)　　営業費用・営業外費用・特別損失

　　(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

　　　(1)　　職員給与費 521,138 千円

　　(他会計からの補助金)

　　　　　　八戸市下水道事業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、820,000千円である。

令和８年２月24日  提出

　　　八戸市長　　熊谷　　雄一

　議会の議決を経なければならない。

第８条　　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

第９条

下水道事業会計
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令 和 ８ 年 度 

 

八戸市国民健康保険特別会計予算 
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議 案 第 ６ 号

　令和８年度八戸市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

第２条

　(1)  保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　提出

国民健康保険特別会計

令和８年度八戸市国民健康保険特別会計予算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 20,985,500千円と定める。

（歳出予算の流用）

地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

八戸市長 　熊　谷　雄　一

令 和 8 年 2 月 24 日
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第１表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

国民健康保険特別会計

1 国 民 健 康 保 険 税 3,267,107 3,269,551 △2,444

1 国 民 健 康 保 険 税 3,267,107 3,269,551 △2,444

2 使 用 料 及 び 手 数 料 21 31 △10

1 手 数 料 21 31 △10

3 県 支 出 金 15,485,475 15,563,289 △77,814

1 県 補 助 金 15,485,475 15,563,289 △77,814

4 財 産 収 入 3,159 1,816 1,343

1 財 産 運 用 収 入 3,159 1,816 1,343

5 繰 入 金 2,159,697 2,519,778 △360,081

1 他 会 計 繰 入 金 1,859,697 2,065,740 △206,043

2 基 金 繰 入 金 300,000 454,038 △154,038

6 繰 越 金 1 1 0

1 繰 越 金 1 1 0

7 諸 収 入 70,040 75,044 △5,004

1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 45,700 50,700 △5,000

2 雑 入 24,340 24,344 △4

国 庫 支 出 金 0 16,390 △16,390

国 庫 補 助 金 0 16,390 △16,390

歳 入 合 計 20,985,500 21,445,900 △460,400
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国民健康保険特別会計

(歳 出)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

1 総 務 費 370,127 399,892 △29,765

1 総 務 管 理 費 235,384 273,373 △37,989

2 徴 収 費 133,540 125,267 8,273

3 運 営 協 議 会 費 1,203 1,252 △49

2 保 険 給 付 費 15,210,904 15,207,926 2,978

1 療 養 諸 費 13,160,786 13,153,097 7,689

2 高 額 療 養 費 1,989,000 1,988,710 290

3 移 送 費 100 100 0

4 出 産 育 児 諸 費 41,518 45,019 △3,501

5 葬 祭 諸 費 19,400 20,500 △1,100

6 傷 病 手 当 金 100 500 △400

3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 5,155,020 5,570,075 △415,055

1 医 療 給 付 費 分 3,371,011 3,779,357 △408,346

2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 1,299,040 1,317,014 △17,974

3 介 護 納 付 金 分 484,969 473,704 11,265

4 保 健 事 業 費 226,289 243,190 △16,901

1 保 健 事 業 費 85,774 88,440 △2,666

2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 140,515 154,750 △14,235

5 基 金 積 立 金 3,160 1,817 1,343

1 基 金 積 立 金 3,160 1,817 1,343

6 諸 支 出 金 20,000 23,000 △3,000

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 20,000 23,000 △3,000

歳 出 合 計 20,985,500 21,445,900 △460,400
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令 和 ８ 年 度 

 

地方卸売市場八戸市魚市場特別会計予算 
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議 案 第 ７ 号

　令和８年度地方卸売市場八戸市魚市場特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　提出

地方卸売市場八戸市魚市場特別会計

令和８年度地方卸売市場八戸市魚市場特別会計予算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 204,200千円と定める。

八戸市長 　熊　谷　雄　一

令 和 8 年 2 月 24 日
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第１表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

地方卸売市場八戸市魚市場特別会計

1 使 用 料 及 び 手 数 料 39,984 40,002 △18

1 使 用 料 39,688 39,688 0

2 手 数 料 296 314 △18

2 財 産 収 入 1,150 1,923 △773

1 財 産 運 用 収 入 1,150 1,923 △773

3 繰 入 金 132,708 158,902 △26,194

1 他 会 計 繰 入 金 132,708 158,902 △26,194

4 繰 越 金 1 1 0

1 繰 越 金 1 1 0

5 諸 収 入 30,357 29,672 685

1 雑 入 30,357 29,672 685

市 債 0 104,800 △104,800

市 債 0 104,800 △104,800

歳 入 合 計 204,200 335,300 △131,100

- 33 -



地方卸売市場八戸市魚市場特別会計

(歳 出)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

1 総 務 費 186,799 317,409 △130,610

1 総 務 管 理 費 186,799 317,409 △130,610

2 公 債 費 17,401 17,891 △490

1 公 債 費 17,401 17,891 △490

歳 出 合 計 204,200 335,300 △131,100
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令 和 ８ 年 度 

 

八戸市      特別会計予算 
  

都 市 計 画 
土地区画整理事業 
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議 案 第 ８ 号

　令和８年度八戸市の都市計画土地区画整理事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

第２条

　地方債」による。

　提出

都市計画土地区画整理事業特別会計

令和８年度八戸市都市計画土地区画整理事業特別会計予算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,726,700千円と定める。

（地 方 債）

地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表

　熊　谷　雄　一八戸市長

令 和 8 年 2 月 24 日
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第１表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

都市計画土地区画整理事業特別会計

1 使 用 料 及 び 手 数 料 3 3 0

1 手 数 料 3 3 0

2 国 庫 支 出 金 18,400 20,400 △2,000

1 国 庫 補 助 金 18,400 20,400 △2,000

3 財 産 収 入 72,012 20,000 52,012

1 保 留 地 処 分 金 72,012 20,000 52,012

4 繰 入 金 717,484 665,196 52,288

1 他 会 計 繰 入 金 717,484 665,196 52,288

5 繰 越 金 1 1 0

1 繰 越 金 1 1 0

6 市 債 918,800 1,092,700 △173,900

1 市 債 918,800 1,092,700 △173,900

歳 入 合 計 1,726,700 1,798,300 △71,600

- 37 -



都市計画土地区画整理事業特別会計

(歳 出)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

1 八 戸 駅 西 土 地 区 画 整 理 事 業 費 1,157,162 1,306,018 △148,856

1 八 戸 駅 西 土 地 区 画 整 理 事 業 費 1,157,162 1,306,018 △148,856

2 公 債 費 569,538 492,282 77,256

1 公 債 費 569,538 492,282 77,256

歳 出 合 計 1,726,700 1,798,300 △71,600
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 第２表

限 度 額 起債の方法 利 率 （ 年 利 ） 償 還 の 方 法

千円 ％

５．０以内

　（ただし、利率見直し方式で借り入れる
　資金について、利率の見直しを行った後
　においては、当該見直し後の利率）

起 債 の 目 的 （ 事 業 名 ）

土 地 区 画 整 理 事 業 918,800
証書借入

又は
証券発行

　 据置期間を含め30年以内において元利均等、元金
　 均等又は満期一括償還する。ただし、市財政の都
　 合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰
　 上償還もしくは低利に借換えすることができる。

　　　　地 　　方 　　債

都市計画土地区画整理事業特別会計
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令 和 ８ 年 度 

 

八戸市駐車場特別会計予算 
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議 案 第 ９ 号

　令和８年度八戸市の駐車場特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　提出

駐車場特別会計

八戸市長　　 　熊　谷　雄　一

令 和 8 年 2 月 24 日

令 和 ８ 年 度 八 戸 市 駐 車 場 特 別 会 計 予 算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 179,300千円と定める。
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第１表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

駐車場特別会計

1 使 用 料 及 び 手 数 料 108,573 105,092 3,481

1 使 用 料 108,572 105,091 3,481

2 手 数 料 1 1 0

2 繰 入 金 70,726 73,307 △2,581

1 他 会 計 繰 入 金 70,726 73,307 △2,581

3 繰 越 金 1 1 0

1 繰 越 金 1 1 0

歳 入 合 計 179,300 178,400 900
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駐車場特別会計

(歳 出)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

1 管 理 費 74,253 72,990 1,263

1 管 理 費 74,253 72,990 1,263

2 公 債 費 105,047 105,410 △363

1 公 債 費 105,047 105,410 △363

歳 出 合 計 179,300 178,400 900
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令 和 ８ 年 度 

 

八戸市中央卸売市場特別会計予算 
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議 案 第 10 号

　令和８年度八戸市の中央卸売市場特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

第２条

　地方債」による。

　提出

中央卸売市場特別会計

地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表

八戸市長　　熊　谷　雄　一

令 和 8 年 2 月 24 日

令和８年度八戸市中央卸売市場特別会計予算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 254,000千円と定める。

（地 方 債）
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第１表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

中央卸売市場特別会計

1 使 用 料 及 び 手 数 料 178,762 172,442 6,320

1 使 用 料 178,761 172,441 6,320

2 手 数 料 1 1 0

2 財 産 収 入 4,516 4,516 0

1 財 産 運 用 収 入 4,516 4,516 0

3 繰 越 金 1 1 0

1 繰 越 金 1 1 0

4 諸 収 入 55,421 54,641 780

1 雑 入 55,421 54,641 780

5 市 債 15,300 1,900 13,400

1 市 債 15,300 1,900 13,400

歳 入 合 計 254,000 233,500 20,500
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中央卸売市場特別会計

(歳 出)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

1 総 務 費 215,980 198,469 17,511

1 総 務 管 理 費 215,980 198,469 17,511

2 公 債 費 38,020 35,031 2,989

1 公 債 費 38,020 35,031 2,989

歳 出 合 計 254,000 233,500 20,500
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 第２表

限 度 額 起債の方法 利 率 （ 年 利 ） 償 還 の 方 法

千円 ％

５．０以内

　（ただし、利率見直し方式で借り入れる
　資金について、利率の見直しを行った後
　においては、当該見直し後の利率）

起 債 の 目 的 （ 事 業 名 ）

中 央 卸 売 市 場 整 備 事 業 15,300
証書借入

又は
証券発行

　 据置期間を含め30年以内において元利均等、元金
　 均等又は満期一括償還する。ただし、市財政の都
　 合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰
　 上償還もしくは低利に借換えすることができる。

　　　　地 　　方 　　債

中央卸売市場特別会計
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令 和 ８ 年 度 

 

八戸市霊園特別会計予算 
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議 案 第 11 号

　令和８年度八戸市の霊園特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　提出

霊園特別会計

令 和 ８ 年 度 八 戸 市 霊 園 特 別 会 計 予 算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 52,500千円と定める。

八戸市長　熊　谷　雄　一

令 和 8 年 2 月 24 日
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第１表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

霊園特別会計

1 使 用 料 及 び 手 数 料 42,526 41,241 1,285

1 使 用 料 42,526 41,241 1,285

2 国 庫 支 出 金 2,190 0 2,190

1 国 庫 補 助 金 2,190 0 2,190

3 繰 入 金 7,782 12,057 △4,275

1 他 会 計 繰 入 金 7,782 12,057 △4,275

4 繰 越 金 1 1 0

1 繰 越 金 1 1 0

5 諸 収 入 1 1 0

1 雑 入 1 1 0

市 債 0 3,000 △3,000

市 債 0 3,000 △3,000

歳 入 合 計 52,500 56,300 △3,800
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霊園特別会計

(歳 出)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

1 総 務 費 48,845 52,731 △3,886

1 総 務 管 理 費 48,845 52,731 △3,886

2 公 債 費 3,655 3,569 86

1 公 債 費 3,655 3,569 86

歳 出 合 計 52,500 56,300 △3,800
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令 和 ８ 年 度 

 

八戸市介護保険特別会計予算 
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議 案 第 12 号

　令和８年度八戸市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

第２条

　(1)  保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　提出

介護保険特別会計

地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

八戸市長 　熊　谷　雄　一

令 和 8 年 2 月 24 日

令和８年度八戸市介護保険特別会計予算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 22,321,900千円と定める。

（歳出予算の流用）
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第１表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

介護保険特別会計

1 保 険 料 4,396,041 4,393,965 2,076

1 介 護 保 険 料 4,396,041 4,393,965 2,076

2 使 用 料 及 び 手 数 料 1 2 △1

1 手 数 料 1 2 △1

3 国 庫 支 出 金 5,315,504 5,228,598 86,906

1 国 庫 負 担 金 3,886,191 3,840,471 45,720

2 国 庫 補 助 金 1,429,313 1,388,127 41,186

4 支 払 基 金 交 付 金 5,777,626 5,719,088 58,538

1 支 払 基 金 交 付 金 5,777,626 5,719,088 58,538

5 県 支 出 金 3,008,096 2,986,326 21,770

1 県 負 担 金 2,873,811 2,854,531 19,280

2 県 補 助 金 134,285 131,795 2,490

6 財 産 収 入 5,991 3,516 2,475

1 財 産 運 用 収 入 5,991 3,516 2,475

7 繰 入 金 3,817,467 3,710,136 107,331

1 他 会 計 繰 入 金 3,449,611 3,401,211 48,400

2 基 金 繰 入 金 367,856 308,925 58,931

8 繰 越 金 1 1 0

1 繰 越 金 1 1 0

9 諸 収 入 1,173 1,268 △95

1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 1 1 0

2 雑 入 1,172 1,267 △95

歳 入 合 計 22,321,900 22,042,900 279,000
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介護保険特別会計

(歳 出)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

1 総 務 費 518,098 462,812 55,286

1 総 務 管 理 費 306,796 268,142 38,654

2 徴 収 費 24,485 23,334 1,151

3 要 介 護 認 定 経 費 186,817 171,336 15,481

2 保 険 給 付 費 20,800,000 20,600,000 200,000

1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 19,632,600 19,379,000 253,600

2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 217,000 233,800 △16,800

3 そ の 他 諸 費 25,400 25,000 400

4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 497,400 499,000 △1,600

5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 68,400 63,200 5,200

6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 359,200 400,000 △40,800

3 地 域 支 援 事 業 費 910,871 889,609 21,262

1 介護予防・生活支援サービス事業費 508,227 489,654 18,573

2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 86,485 88,458 △1,973

3 包 括 的 支 援 事 業 等 費 312,180 307,719 4,461

4 そ の 他 諸 費 3,979 3,778 201

4 基 金 積 立 金 5,991 3,516 2,475

1 基 金 積 立 金 5,991 3,516 2,475

5 諸 支 出 金 86,940 86,963 △23

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 86,940 86,963 △23

歳 出 合 計 22,321,900 22,042,900 279,000
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令 和 ８ 年 度 

 

八戸市国民健康保険南郷診療所特別会計予算 
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議 案 第 13 号

　令和８年度八戸市の国民健康保険南郷診療所特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

第２条

　地方債」による。

　提出

国民健康保険南郷診療所特別会計

地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表

八戸市長 　熊　谷　雄　一

令 和 8 年 2 月 24 日

令和８年度八戸市国民健康保険南郷診療所特別会計予算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 252,900千円と定める。

（地 方 債）
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第１表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

国民健康保険南郷診療所特別会計

1 診 療 収 入 168,700 160,354 8,346

1 外 来 収 入 146,000 136,104 9,896

2 そ の 他 の 診 療 収 入 22,700 24,250 △1,550

2 使 用 料 及 び 手 数 料 150 200 △50

1 手 数 料 150 200 △50

3 繰 入 金 4,206 0 4,206

1 他 会 計 繰 入 金 4,206 0 4,206

4 繰 越 金 1 1 0

1 繰 越 金 1 1 0

5 諸 収 入 6,543 7,845 △1,302

1 受 託 事 業 収 入 3,290 5,030 △1,740

2 雑 入 3,253 2,815 438

6 市 債 73,300 24,200 49,100

1 市 債 73,300 24,200 49,100

歳 入 合 計 252,900 192,600 60,300
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国民健康保険南郷診療所特別会計

(歳 出)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

1 総 務 費 217,120 141,242 75,878

1 施 設 管 理 費 217,120 141,242 75,878

2 医 業 費 30,162 45,169 △15,007

1 医 業 費 30,162 45,169 △15,007

3 公 債 費 5,618 6,189 △571

1 公 債 費 5,618 6,189 △571

歳 出 合 計 252,900 192,600 60,300
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 第２表

限 度 額 起債の方法 利 率 （ 年 利 ） 償 還 の 方 法

千円 ％

５．０以内

　（ただし、利率見直し方式で借り入れる
　資金について、利率の見直しを行った後
　においては、当該見直し後の利率）

　　　　地 　　方 　　債

起 債 の 目 的 （ 事 業 名 ）

南 郷 診 療 所 整 備 事 業 73,300
証書借入

又は
証券発行

　 据置期間を含め30年以内において元利均等、元金
　 均等又は満期一括償還する。ただし、市財政の都
　 合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰
　 上償還もしくは低利に借換えすることができる。

国民健康保険南郷診療所特別会計
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令 和 ８ 年 度 

 

八戸市後期高齢者医療特別会計予算 
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議 案 第 14 号

　令和８年度八戸市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　提出

後期高齢者医療特別会計

八戸市長 　熊　谷　雄　一

令 和 8 年 2 月 24 日

令和８年度八戸市後期高齢者医療特別会計予算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,955,600千円と定める。
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第１表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

後期高齢者医療特別会計

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 2,678,722 2,331,233 347,489

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 2,678,722 2,331,233 347,489

2 国 庫 支 出 金 57,500 35,728 21,772

1 国 庫 補 助 金 57,500 35,728 21,772

3 繰 入 金 1,213,135 1,022,506 190,629

1 他 会 計 繰 入 金 1,213,135 1,022,506 190,629

4 繰 越 金 1 1 0

1 繰 越 金 1 1 0

5 諸 収 入 6,242 6,231 11

1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 200 200 0

2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 6,000 6,000 0

3 雑 入 42 31 11

使 用 料 及 び 手 数 料 0 1 △1

手 数 料 0 1 △1

歳 入 合 計 3,955,600 3,395,700 559,900
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後期高齢者医療特別会計

(歳 出)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

1 総 務 費 150,276 114,062 36,214

1 総 務 管 理 費 66,191 55,563 10,628

2 徴 収 費 84,085 58,499 25,586

2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 3,799,324 3,275,638 523,686

1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 3,799,324 3,275,638 523,686

3 諸 支 出 金 6,000 6,000 0

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 6,000 6,000 0

歳 出 合 計 3,955,600 3,395,700 559,900
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議 案 第 15 号

　令和８年度八戸市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

第２条

第３条

　地方債」による。

　提出

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

（地 方 債）

令和８年度八戸市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 51,500千円と定める。

（債務負担行為）

地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表

八戸市長 　熊　谷　雄　一

令 和 8 年 2 月 24 日
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第１表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

1 繰 入 金 11,789 15,171 △3,382

1 他 会 計 繰 入 金 11,789 15,171 △3,382

2 繰 越 金 1 1 0

1 繰 越 金 1 1 0

3 諸 収 入 27,710 30,328 △2,618

1 貸 付 金 元 利 収 入 27,707 30,325 △2,618

2 雑 入 3 3 0

4 市 債 12,000 18,000 △6,000

1 市 債 12,000 18,000 △6,000

歳 入 合 計 51,500 63,500 △12,000
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母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(歳 出)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

1 総 務 費 5,796 6,178 △382

1 総 務 費 5,796 6,178 △382

2 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 費 45,704 57,322 △11,618

1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 費 45,704 57,322 △11,618

歳 出 合 計 51,500 63,500 △12,000
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　第２表

千円

債　務　負　担　行　為

令 和 ８ 年 度 父 子 福 祉 資 金 貸 付 金
令和９年度から

13,100
令和13年度まで

事　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　　　　度　　　　　　額

令 和 ８ 年 度 母 子 福 祉 資 金 貸 付 金
令和９年度から

41,600
令和13年度まで

令 和 ８ 年 度 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金
令和９年度から

6,600
令和13年度まで

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金
貸 付 シ ス テ ム 更 新 業 務

令和９年度から
51,027

令和14年度まで

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
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 第３表

限 度 額 起債の方法 利 率 （ 年 利 ） 償 還 の 方 法

千円 ％

５．０以内

　（ただし、利率見直し方式で借り入れる
　資金について、利率の見直しを行った後
　においては、当該見直し後の利率）

起 債 の 目 的 （ 事 業 名 ）

福 祉 資 金 貸 付 事 業 12,000
証書借入

又は
証券発行

　 据置期間を含め30年以内において元利均等、元金
　 均等又は満期一括償還する。ただし、市財政の都
　 合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰
　 上償還もしくは低利に借換えすることができる。

　　　　地 　　方 　　債

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
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議 案 第 16 号

　令和８年度八戸市の産業団地造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

第２条

　地方債」による。

　提出

産業団地造成事業特別会計

令 和 8 年 2 月 24 日

八戸市長 　熊　谷　雄　一

令和８年度八戸市産業団地造成事業特別会計予算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 891,700千円と定める。

（地 方 債）

地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表
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第１表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

産業団地造成事業特別会計

1 繰 入 金 96,299 63,199 33,100

1 他 会 計 繰 入 金 96,299 63,199 33,100

2 繰 越 金 1 1 0

1 繰 越 金 1 1 0

3 市 債 795,400 218,800 576,600

1 市 債 795,400 218,800 576,600

歳 入 合 計 891,700 282,000 609,700
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産業団地造成事業特別会計

(歳 出)

款 項 本 年 度 前 年 度 比 較

千円 千円 千円

1 産 業 団 地 整 備 事 業 費 795,427 218,894 576,533

1 産 業 団 地 整 備 事 業 費 795,427 218,894 576,533

2 公 債 費 96,273 63,106 33,167

1 公 債 費 96,273 63,106 33,167

歳 出 合 計 891,700 282,000 609,700
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 第２表

限 度 額 起債の方法 利 率 （ 年 利 ） 償 還 の 方 法

千円 ％

５．０以内

　（ただし、利率見直し方式で借り入れる
　資金について、利率の見直しを行った後
　においては、当該見直し後の利率）

　　　　地 　　方 　　債

起 債 の 目 的 （ 事 業 名 ）

産 業 団 地 整 備 事 業 795,400
証書借入

又は
証券発行

　 据置期間を含め30年以内において元利均等、元金
　 均等又は満期一括償還する。ただし、市財政の都
　 合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰
　 上償還もしくは低利に借換えすることができる。

産業団地造成事業特別会計
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